
寄附条件 （別紙）

・一般小売店で通常販売されている物と同等の食品

・１種類の食品につき、50個以上の納品とする

・納品期間は４月～２月とする

品目 内容

米
・玄米、白米
・白米の場合、精米後１か月以内のもの

麺
・乾麺（パスタ、そば、うどん、そうめん）
・真空パック麺（パスタ、そば、うどん）
・インスタントラーメン、カップ麺

シリアル ・コーンフレーク、グラノーラ

パン ・ロングライフパン

その他主食となるもの
・ホットケーキミックス
・餅

レトルト食品

・調理済み食品（カレー、シチュー、パスタソース、どんぶりの素、おでん、スープ）
・肉加工品類（ハンバーグ、ミートボール　等）
・水産類（さば味噌煮、うなぎ蒲焼き　等）
・米飯類（白飯、赤飯、五目ごはん、チキンライス、おかゆ、雑炊）
・その他（煮豆、果物、お汁粉　等）

缶詰

・野菜類（スイートコーン、大豆　等）
・水産類（ツナ、さば、さんま、かに　等）
・肉加工品類（コンビーフ、やきとり、ソーセージ　等）
・果物類（みかん、もも、パイナップル、さくらんぼ　等）

瓶詰
・水産類（さけフレーク、のり佃煮　等）
・肉加工品類（鶏そぼろ　等）
・ジャム、マーマレード

フリーズドライ食品
・味噌汁、すまし汁、スープ
・スープ春雨
・乾燥野菜

菓子類

・ビスケット、クッキー
・せんべい、スナック菓子
・飴、ラムネ、グミ
・チョコレート
・ゼリー、プリン
・ナッツ類

飲料
※水、アルコール飲料は対
象外

・粉末（お茶、コーヒー、紅茶、ココア　等）
・ティーパック
・パック飲料（ロングライフ牛乳、豆乳、ジュース、乳酸菌飲料、スポーツ飲料）
・ペットボトル飲料

乾物、常温保存可能食品

・のり
・ふりかけ
・お茶漬け
・乾燥わかめ
・常温保存可能パック豆腐

乳児用食品
・粉ミルク
・ベビーフード（瓶、レトルト）

・賞味期限が明記されており、納入時に原則２か月以上の賞味期限がある食品

・常温保存が可能な小売り用の食品（業務用は対象外）

・１回の納品は２トン以内とする（２トンを超える場合は、分割納品とする）

・季節行事（正月、節分、バレンタインデー、ひなまつり、七五三、ハロウィン、クリスマス　等）に関連した食品は
当該行事の１か月前までに納品すること


